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「そらいろラボ」 

入会届 

 
          は、株式会社バイウィルが実施する「そらいろラボ」における会員規約 (別紙) 及び以下
の事項に同意のうえ、バイウィルが運営・管理する「そらいろラボ」への入会を申し込みます。 

 
 フリガナ

印  
事業者名

 

住 所
〒

 

 電話番号 FAX 番号
 担当者部署名 担当者名
 フリガナ ※判別が難しい文字にはフリガナをつけてください。 例「o（オー）」「0（ゼロ）」「2（ニ）」「z（ゼット）」等 

 
担当者メールアドレス                   ＠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

確認事項 
 

（確認をして 
チェック☑して 

ください） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プログラム型プロジェクト会員規約（共通本則）、そらいろラボ特約（プログラム
規約）に同意します。

□

 Ｊ－クレジット制度における各種申請に際し、本入会届に記載された情報を、株
式会社バイウィルが使用することに同意します。

□

 Ｊ－クレジット制度における各種申請に際し、本入会届に記載された以外の情報
について、株式会社バイウィルが必要とする場合は追加で提供することに同意し
ます。

□

 太陽光発電設備を使用することによる自家消費分についての環境価値 (温室効果
ガス排出量の削減効果=Ｊ－クレジット) を株式会社バイウィルへ譲渡すること、
その結果として「太陽光発電設備を使用することで温室効果ガス排出量を削減」し
たことを主張できなくなることに同意します。

□

 太陽光発電設備の新設・更新、または太陽光発電設備における追加的な設備導入に関して補助金
を受給しています。 

□はい □いいえ  
補助金を受給している場合、以下に補助金の正式名称を記入してください。

 補助金名

 【補助金併用に関するご確認】 
補助金の種類によっては公募要領やガイドライン等にてＪ－クレジット制度との併用を禁止しているものが
ございます。上記ご記載いただきました補助金について「Ｊ－クレジット制度との併用に制限を設けていな
いか」事前にご確認をお願い致します。

 受給している補助金について、Ｊ－クレジットの登録、認証、移転に関して制限が
設けられていないことを確認しました。

□

 「そらいろラボ」に登録する太陽光発電設備は、他の類似制度及びＪ－クレジット
制度における他のプロジェクトのいずれにおいても登録していません。 □

 EV 放電サービスなど、太陽光発電設備での自家消費分を外部に提供するサービス
を入会期間中に利用しないことに同意します。

□

 太陽光発電設備によって発電した電力の一部または全部について電力会社等へ売却（売電）を行
っています。 
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(※1) 太陽光発電設備を設置する地方公共団体等において排出削減・除去・吸収活動の実施や導入が義務化されている場
合、「そらいろラボ」への入会が制限される場合がございます。詳細は事務局までお問い合わせください。 

(※2) 入会者が貸し主の場合、単独での入会は出来ません。詳細は事務局までお問い合わせください。 
 
 
 
 

以下はそらいろラボ運営事務局記入のため申込者は記入不可 
 

必要書類について確認済、下記日付をもって本入会とする 
         西暦   年  月  日

  
 
 
 
 
 
 
 
 

確認事項 
 

（確認をして 
チェック☑して 

ください） 

□はい □いいえ

 太陽光発電設備を設置する場所の地方公共団体において、太陽光発電設備の設置が義務化されて
います。（※1） 

□はい □いいえ □不明
 対象設備については、以下の通りです。（該当する項目全てにチェック） 

□リース契約に基づく設備を含みます 
   □入会者は借り主です 
   □入会者は貸し主です（※2） 
□中古設備を含みます 
□リース契約に基づく設備、中古設備を含みません

 日本経済団体連合会における経団連カーボンニュートラル行動計画への参加については以下の
通りです。 

□ 参加しています   □ 参加していません
 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定・報告・公表制度における 

□ 特定排出者に該当します   □ 特定排出者に該当しません
 特定排出者に該当する場合、株式会社バイウィルへ譲渡した環境価値 (Ｊ－クレ

ジット) に相当する排出量を、当該年度の調整後排出量の計算において加算する
ことに同意します。 
特定排出者コード (9 ケタの値): 

□

 エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく定期報告における 
□ 対象者に該当します (□一種 □二種) 
□ 対象者に該当しません 
 

対象者に該当する場合: 
省エネ法特定事業者番号又は特定連鎖化事業者番号 (7 ケタの値): 

 
省エネ法指定工場番号 (7 ケタの値): 

 

 

 


